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い
し
か
り
わ
く
わ
く

 

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
ご
案
内

■
対
象
店

　

令
和
４
年
度
石
狩
市
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
（
い
し
か
り
地
域
応
援
商

品
券
）
参
加
店
（
大
型
店
を
除
く
）

の
う
ち
、
当
事
業
へ
参
加
す
る
店

■
負
担
金　

無
料

■
事
業
内
容

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
使
用
し

て
５
０
０
円
以
上
の
お
買
い
物
等
を

さ
れ
た
お
客
様
に
参
加
店
が
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
応
募
用
ハ
ガ
キ
に
店
名
判

を
押
印
し
て
渡
し
、
３
店
舗
（
す
べ

て
別
の
店
舗
）
分
の
ス
タ
ン
プ
（
店

名
判
）
が
押
さ
れ
た
時
点
で
、
応
募

が
で
き
ま
す
。

■
景
品

　

総
額
１
０
０
万
円
相
当
の
地
元
特
産
品
等

■
実
施
期
間

　

６
月
20
日

（月）
～
10
月
31
日

（月）

■
応
募
締
切

　

11
月
７
日

（月）
（
事
務
局
必
着
）

■
問
合
せ　

経
営
支
援
課

部
を
補
助
い
た
し
ま
す
。

■
補
助
上
限

［
通
常
枠
］
５
０
万
円

［
賃
金
引
上
げ
枠
］
２
０
０
万
円

［
卒
業
枠
］
２
０
０
万
円

［
後
継
者
支
援
枠
］
２
０
０
万
円

［
創
業
枠
］
２
０
０
万
円

［
イ
ン
ボ
イ
ス
枠
］
１
０
０
万
円

■
補
助
率

 

２
／
３
（
賃
金
引
上
げ
枠
の
う
ち

赤
字
事
業
者
に
つ
い
て
は
３
／
４
）

■
対
象
経
費　

　

機
械
装
置
等
費
、
広
報
費
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
関
連
費
、
展
示
会
等
出
展

費
（
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
展
示
会
・

商
談
会
等
を
含
む
）
、
旅
費
、
開
発

費
、
資
料
購
入
費
、
雑
役
務
費
、
借

料
、
設
備
処
分
費
、
委
託
・
外
注
費

■
申
請
受
付
締
切

 

予
定
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

第
８
回
：
令
和
４
年
６
月
３
日

　

第
９
回
：
令
和
４
年
９
月
中
旬

　

第
10
回
：
令
和
４
年
12
月
上
旬

　

第
11
回
：
令
和
５
年
２
月
下
旬

■
申
請
方
法

 

申
請
書
類
一
式
は
、
電
子
申
請
ま

た
は
郵
送
に
よ
り
提
出
。

■
問
合
せ

　

℡
０
３‐

６
６
３
２‐

１
５
０
２

　

商
工
会
議
所
地
区
補
助
金
事
務
局

商
工
会
議
所
役
員
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

（
後
篇
）

　

前
回
に
引
き
続
き
、
商
工
会
議

所
の
役
員
に
つ
い
て
の
説
明
を
行

い
ま
す
。

■
常
議
員
は
、
商
工
会
議
所
の
議

決
機
関
で
あ
る
常
議
員
会
の
構
成

メ
ン
バ
ー
と
し
て
そ
の
意
思
決
定

と
会
議
所
事
業
運
営
を
図
り
ま
す
。

■
監
事
は
、
商
工
会
議
所
の
業
務

お
よ
び
経
理
を
監
査
し
ま
す
。

　

役
員
の
定
数
は
、
当
商
工
会
議

所
の
定
款
に
よ
り
、
会
頭
１
名
、

副
会
頭
4
名
以
内
、
専
務
理
事
１

名
、
常
議
員
26
名
、
監
事
３
名
と

規
定
さ
れ
て
お
り
、
本
年
６
月
に

開
催
す
る
議
員
総
会
で
会
頭
を
、

そ
の
後
の
臨
時
議
員
総
会
で
会
頭

以
外
の
新
役
員
が
選
出
さ
れ
る
予

定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

■
議
員
総
会
は
、
１
号
議
員
、
２

号
議
員
、
３
号
議
員
で
構
成
し
、

商
工
会
議
所
の
最
高
意
思
決
定
機

関
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
決
議
は
、

す
べ
て
の
役
員
お
よ
び
会
員
を
拘

束
し
ま
す
。

◆
令
和
４
年
度
前
期
分
会
費
の

納
期
限
は
、
６
月
28
日(

火)

で
す
。

　

請
求
書
を
ご
確
認
の
う
え
、
期

限
内
に
納
入
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

に
対
し
て
支
援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
当
事
業
を
ご
活
用
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

当
会
議
所
の
会
員
事
業
所
で
あ
り

石
狩
市
内
の
事
業
所
に
就
労
す
る
方

で
、
当
会
議
所
が
指
定
す
る
健
康
診

断
の
受
診
者
。

※
石
狩
市
外
の
事
業
所
に
就
労
す
る

　

方
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
助
成
額

　

受
診
者
一
人
当
り
５
０
０
円

（
受
診
者
一
人
に
対
し
一
度
の
み
の
助
成
）

■
実
施
医
療
機
関

　

茨
戸
病
院
（
花
川
東
128

-

14
）
・

石
狩
病
院
（
花
川
北
3
条
3
丁
目

6

-

1
）
・
は
ま
な
す
医
院
（
花
畔

4
条
1
丁
目
141

-

1
）
・
み
き
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク
（
花
川
南
7
条
3
丁
目

42
‐
1
）
・
石
狩
幸
惺
会
病
院
（
花

川
北
7
条
2
丁
目
22
）

■
申
込
方
法

　

「
健
康
診
断
受
診
申
込
書
」
を
必

ず
事
前
に
当
会
議
所
へ
ご
提
出
く
だ

さ
い
。
申
込
書
・
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
、
当
会
議
所
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

経
営
支
援
課　

健
康
維
持
増
進
支
援
事
業
の

　
　
　
　
　
　
　
　

ご
案
内

　

当
会
議
所
で
は
、
会
員
事
業
所
の

福
利
厚
生
対
策
の
充
実
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
従
業
員
等
の
健
康
診
断
受
診

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金

　
　
　
　
　
　
　

〈
一
般
型
〉

　

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
は
、

持
続
的
な
経
営
に
向
け
た
経
営
計
画

に
基
づ
く
、
小
規
模
事
業
者
等
の
地

道
な
販
路
開
拓
等
の
取
り
組
み
や
、

業
務
効
率
化
の
取
り
組
み
を
支
援
す

る
た
め
、
そ
れ
に
要
す
る
経
費
の
一


